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 連帯ユニオン 

関西ゼネラル支部 

宣 伝 部 

第６６号 

２０２４．２． 

明るく･楽しく･元気に活動し､産業別労働運動を確立しよう！ 

 

春闘とは、日本の労働組合が年度初めに行う 

賃金や労働条件の改善を求める一斉交渉のこ 

とです。毎年春に実施されるため「春闘」と呼

ばれ、日本の労働運動では特に代表的な争議行 

為とされています。2月4日の春闘学習会では、 

生コン支部の執行委員長が、春闘においては賃 

上げの合理性を示せるだけの企業の研究が必 

要だと強く述べました。これを受けて同日の業 

種別部会会議にて当ゼネラル支部は組合員が 

意見を出し合い統一要求書の草案を立て、２月  

１２日（月）の中央委員会では、中央本部から 

の統一要求書案を受け取りました。 

当組合では２０２４年度の春闘に向けて、こ

れらに基づいた統一要求が２月２５日の支部委

員会で最終決定されます。そして３月１日には

一斉に要求を提出する計画です。 

 

また、今年度の新しい動きとしては、なかま 

ユニオンを始めとした他組合との統一要求を設

定し、共同で春闘要求書の提出が試みられるこ

とになりました。本来の春闘の特徴の一つは、 

多くの労働組合が同時期に賃上げを求める点に

あります。これは企業別の組合が主流な日本に

おいて、企業を横断して賃上げ要求等を突きつ

けることで、疑似的に産業別組合のような形で

の争議を行なうためです。このような春闘の目

的からすれば、他の組合と共同で要求を設定す

ることには大きな意義があります。現在、共通

の要求として想定されているのは、物価高騰に

よる実質賃金低下を超える賃上げです。組合員

の生活向上のため、そして他の組合との連帯を

深めるためにも、春闘を闘い抜きましょう!  

（書記長） 

はばたき 

２０２４春闘、大幅賃上げを勝ち取ろう！！ 
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2月6日、大津地裁でコンプライア

ンス第2事件で判決が言い渡され

た。当日は100名を超える労働者や

市民が支援に駆けつけ、裁判所前で

全員無罪を求める要請行動を行うと

ともに、傍聴席を埋めた。 

判決は、被告人とされた9名の組

合員の内7名に対して無罪としたも

のの、2名に対してはそれぞれ懲役2

年6ヶ月、1年6か月、両名とも執行

猶予3年との有罪を言い渡した。 

この刑事裁判は、関生支部の建設

現場のコンプライアンス活動や法令

違反の事実を記載したビラまき活動が恐喝未

遂や威力業務妨害だとされた、フジタ事件、

セキスイハム近畿事件、日本建設事件、東横

イン電建事件の4つを併合したものである。 

検察の論告は、①関生支部は委員長の号令

一下、末端の組合員までがその意図に忠実に

動く上意下達の暴力団とおなじ組織であり、

②労働組合活動を装って、コンプライアンス

活動と称する「些細な不備に因縁を付ける」

嫌がらせを執拗にくりかえし、それによっ

て、建設会社に対して協同組合からの生コン

購入を強要したというものだった。 

これに対し、判決は、検察の理屈の内、②

については採用しつつ、①については9名の

内7名は故意と共謀がなかったから無罪、2名

は故意と共謀があったから有罪とするもので

あった。 

判決が7名を無罪としたことは当然と言え

ば当然である。検察は控訴することなく無罪

判決を受け入れ、不当な捜査を行った滋賀県

警組織犯罪対策部とともに7名に対して謝罪

すべきである。しかしながら、関西生コン支

部の一連のコンプライアンス活動等を犯罪と

し、2名を有罪としたことは断じて認められな

い。 

判決は検察の②の理屈をそのまま採用して

いるが、利益優先で安全等に係る法令違反を

繰り返す建設会社に対して法令順守を求める

ことが、なぜ犯罪なのか？ 業界の健全化に

責任を負うべき産業別労働組合の活動を全く

理解しない不当判決という他ない。 

昨年3月の和歌山事件大阪高裁判決は、関

西生コン支部が産業別労働組合として組織さ

れていることを認定し、雇用関係がないこと

だけを理由に労組の正当行為を認めなかった

１審判決を覆し、業界団体である生コン広域

協組は労使関係の当事者足りうるとした上

で、関西生コン支部の生コン広域協組への街

宣行為について、違法性は阻却されるとし

た。同じ理屈で言えば、関生支部の建設会社

に対するコンプライアンス活動等も当然正当

な労働組合活動として認められるべきであ

る。和歌山事件大阪高裁判決に続き、大津第2

次事件「ビラまき事件」についても、産業別

労働組合としての組合活動の正当性を認めさ

せ、全員無罪を勝ち取ろう！ 

（副執行委員長） 

関生支部大弾圧～大津第 2 次事件「ビラまき事件」 

 7 名が無罪判決 
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2月11日、ゼネラル支部と管理職ユニオンと

の共同企画でレクレーションを開催しました。

昨年初夏の京都ハイキングに続く第2弾は、灘

五郷にある酒蔵を訪れ日本酒を楽しむ企画で

した。 

 集合は、午前 11 時に阪神魚崎駅改札口。全

員揃い、最初の目的地である浜福鶴吟醸工場へ。

酒造りの工程と歴史の展示がありましたが、そ

こはかるーく素通りして、お待ちかねの試飲コ

ーナーへ。係員がお酒の説明をしながら６種類

もの酒を１杯ずつ渡してくれるのですが、なに

せ器が小さいのです。試飲会でよく見かけるあ

のプラスチック製の小さなちいさな容器で、一

口で飲み干してもちっとも飲んだ気分にはな

りません、スーとお腹の隅に消えていきました。 

次の櫻正宗記念館は、規模が小さく入り口が

売店で、展示を見ることなく試飲。ここも同じ

小さな容器で、お酒は１種類だけ、お盆の上に

一人１杯出してくれました。 

それから菊正宗酒造記念館へ。2 階の展示室

に案内されました。創業300年余りの歴史を語

る酒瓶・看板・ラベルなどが展示してありフー

ン、フンフンとうなずきながら一通り見学。1階

に下りお待ちかねの試飲コーナーへ。菊正宗の

２種類の銘酒がお盆にのって出てきましたが、

試飲の容器はどこも同じサイズでした。売店を

素通りして次へと急ぎました。 

その後、白鶴酒造資料館へ移動。ここの試飲

はセルフサービス方式、自分で機械を操作して

お酒を注ぎます。容器の大きさは同じサイズで

小さいですが、係員が目を離したすき

に2 杯、3杯と飲みました。やっとお

酒を飲んだような気分になり、気持ち

も大きくなってきました。売店をのぞ

いてみると、好みのお酒があったので

購入しました。 

さらに神戸酒心館へ移動して、灘の

日本酒の品揃えを愛でていると、試飲

用の２種類のお酒が出てきました。売

店で甘酒ソフトクリームが売られて

いて、その程良い甘さに浸りました。 

最後は、そこからちょっと行ったと

ころの甲南漬本店へ。甲南漬本店では奈良漬け

の定番ウリをはじめナス、スイカ、キュウリの

奈良漬けから梅干し、キムチまでありました。

日本酒に合わせて漬物を買いました。 

今日訪れた灘五郷は、古くから酒蔵として栄

えてきたところです。その理由は、昔から日本

酒を醸すための最適な環境と遠隔地への海上

輸送を実現できたことで、上質な「下り酒」を

造る地区として評判が高くなったためだそう

です。灘五郷酒蔵巡りで訪れた場所では、数多

くのしぼりた

ての生酒をは

じめ、酒蔵自慢

の日本酒が試

飲できました。

目的の銘柄を

楽しむだけで

なく、普段は飲

まない種類も

試飲できるの

で、新たな好み

のお酒を見つ

けることができました。 

これからも健康な体づくりと、組合員同士の

交流ができる企画を考えていますので、楽しみ

にしてください。     （執行委員Ｄ） 
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関西Ａスーパー○○店 

Ａスーパーは、地元の生産者やメーカ

ーと提携し、野菜や果物、お惣菜、お寿

司、お肉などの品揃えが豊富なスーパー

マーケットです。2020年9月に関西に進

出し、大阪府○○市に 1 号店をオープン

したのを皮切りに、関西地域に次々と出

店しています。分会長は、その関西 1 号

店の関西Ａスーパー○○店でオープン当

初から惣菜部のパート従業員として働い

ています。 

トイレ、水分補給を制約され分会結成 

○○店で働き始めた２年前は、遠い更衣室に

戻って水分補給しなければならず、トイレに行

くのも制限されるなど、働きにくい職場でした。

さらに、労働時間が 15 分単位で切り捨てられ、

ユニフォームの着替えが就業時間外とされてい

ました。納得ができない、このままではいけない

と強く思い、関西ゼネラル支部に加入して、分会

を結成しました。分会は、会社に労働環境の改善

を要求し、団体交渉を行いました。その結果、会

社は仕事場にドリンクサーバーを設置し、トイ

レの自由使用を認め、また、労働時間を１分単位

に是正し、ユニフォームの着替えも労働時間と

して認めて就業時間内に行うようになりました。 

堂々と職場に発信 

未払い残業代の支払いを求めて職場活動 

会社は労働時間を適正に管理するように努め

るようになりましたが、それ以前に発生してい

た 15 分単位の労働時間の切り捨てと着替え時

間に対する未払賃金を従業員に支払いませんで

した。今回、賃金請求の時効 3 年が迫っている

こともあり、分会長は、２年前から働いている職

場の同僚に、未払賃金を請求する権利があるこ

とを説明してまわり、署名活動に取り組みまし

た。その結果、多くの人の賛同が集まりました。

分会長は職場の支持・信頼を得て、組合加入を考

える人たちも現れはじめました、惣菜部で働く3

人が新たに組合加入し、公然化した分会員は 4

人となりました。そして分会で会社に未払賃金

の支払いを求めました。そうすると、会社はそれ

までは未払い賃金を払わないの一点張りでした

が、一転して未払い賃金の支払いを認め、組合員

だけでなく署名した人にも支払われることにな

りました。 

 

“働きやすい職場” 

“働きがいある職場”を求めます 

まだまだ解決すべき課題があります。惣菜部

や食品部といった部門で時給が違うことや、一

部の人にだけ 5,000 円の一時金が支給されてい

たりします。その基準は不明確です。そして何よ

りも、Ａスーパーの賃金が近隣スーパーの賃金

水準よりも低いのです。 

これらの問題を一つずつ解決するには、職場

の支持・理解が大きな力となります。間もなく春

闘が始まります。春闘要求が職場の要求となる

よう職場で活動し、職場環境、労働環境の改善を

進めていきます。 

       （分会担当役員）

 

 

職場活動で組織拡大 Ａ分会に続こう！ 
労働時間は１分単位 着替えも労働時間
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労働組合の力で

大幅賃上げを勝ち取ろう！ 

2.22（木）組合員学習会「春闘」19:00 天満橋事務所 
 

2.2３（金）非正規春闘集会   14:00 ＰＬＰ会館 
 

･･･春闘要求、闘い方を決定します 

日時 2 月 2５日（日）13:00 から 

会場 ユニオン会館にて 

3.1（金）各分会で 

要求書一斉提出 

団体交渉申し入れ 
 

3.9（土）春闘決起集会     15:00 エルおおさか 
 


